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  議案第６２号  

 

令和８年度松山市一般会計補正予算（第１号）  

 

  令和８年度松山市一般会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算の補正）  

第１条   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１７７，５３４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２３６，３３７，５３４千円とする。  

２   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出  

予算補正」による。  

 

 

 

 

 

 

 

                          令和８年２月１７日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  

 

-1-



第１表　歳入歳出予算補正 (松山市一般会計)

歳　入

11 28,000,000 千円 257,000 千円 28,257,000 千円

 1 28,000,000 257,000 28,257,000

15 53,001,708 919,909 53,921,617

 1 45,444,723 772,875 46,217,598

 2 7,418,859 147,034 7,565,893

21 7,426,185 625 7,426,810

 5 3,770,065 625 3,770,690

235,160,000 1,177,534 236,337,534

 3 122,291,724 千円 1,177,534 千円 123,469,258 千円

 3 生活保護費 20,909,104 1,177,534 22,086,638

  合　　　　　計 235,160,000 1,177,534 236,337,534

款 項 補正前の額 補　正　額 計

地方交付税

地方交付税

国庫支出金

国庫負担金

国庫補助金

諸収入

雑入

　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　   合　　　　　計

歳　出

民生費

　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　

項 補正前の額 補　正　額 計款
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議案第６３号   

令和８年２月１７日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

松山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

松山市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め，同号ただし書中

「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め，同条第３項中「１００円」を「４３３

円」に改め，「，第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円を」を削り，

「第３号から第６号まで」を「第２号から第５号まで」に改め，同項中第１号を削り，第

２号を第１号とし，第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に，「１３，７００円」を「１４，１

７０円」に，「１４，５００円」を「１５，０００円」に，「１１，３００円」を「１１，

６７０円」に，「１２，１００円」を「１２，５００円」に，「９，７００円」を「１０，

０００円」に，「１０，５００円」を「１０，８４０円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は，この条例の施

行の日以後に支給すべき事由の生じた松山市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項

に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生

じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金，同条第４号ア

に規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年

金等」という。）について適用し，同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補

償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償

-3-



年金等については，なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い，消防団員等の公務

災害補償に係る補償基礎額等を改定するため，本案を提出する。 
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